
東京新聞:被災者支援法 基本方針を閣議決定「対象切り捨てやめて」:社会(TOKYO W由)

政府は十一日、東京電力福島第一原発事故を受けた「子ども・

被災者支援法」の基本方針を閣議決定した。被災者や支援者ら

約三十人は同日朝、官邸前で「基本方針は認められない」と抗議

の声を上げた。

被災者らは復興庁が方針案を示した八月末以降、F求めてきた

内容になつていない」と見直しを要求。特に支援法が支援対象を

「放射線量が一定基準を上回る地域の住民」と定めているのに、

方針案がその基準を示さず、対象を福島県東部に限定したこと

を強く批半1してきた。県外鶴 必要な健診や医療を受けられる仕

組みが盛り込まれていないことも問題視してきた。
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に抗議する人たち=11日 、東京・永田町で(卦真一撮影)

被災者らは「意見公募に思いを乗せた人がたくさんいたのに、何の回答もないままだ」「東北や関東の高線量地

域で暮らす子どもたちを切り捨てることは認められない」などと訴えた。

◆4900件の意見 公表後回し

政府の基本方針は、子ども日被災者支援法に基づき実際に援助を行うために必要だが、昨年六月の法成立後、

一年以上策定されなかつた。その上、復興庁が八月末に示した方針案は、支援対象地域を福島県東部に限定。被

災者や福島以外の自治体から批判を受け、就職支援など新たな内容を付け加えた。しかし、対象地域の決め方な

どは変わらず、被災者が求めた中身にならなかつた。

支援法は、放射線量が一定基準を上回る住民を支援対象にすると規定。被災者らはT般人の被ぱく限度である

年間■ミリシーベルトの放射線量を基準にするよう求めてきたが、方針は基準を示さず、対象を福島県東部の計

三十三市町村に限つた。

それ以外の高線量地域を「準支援対象地域」とし、一部の施策は対象とするが、除染など既に実施している事

業.被災者が強く求めていた県外避難者今の住宅費補助や、県外での健診の実施策は明記されていない。

方針の策定には、被災者の意見を反映することが法律にうたわれている。約四千九百件寄せられたパブリックコ

メント(意見公募)でも、支援対象地域の拡大などを求める意見が多かつたが、公表は閣議決定後で反映されなか

った。 |
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